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月
二
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委
員
会
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門

員

林

浩
之
君

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

○
委
員
長（
新
妻
秀
規
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
災
害
対
策
特

別
委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昨
日
、
高
橋
は
る
み
君
、
高
橋
克
法
君
、
上
月
良
祐
君

及
び
中
西
祐
介
君
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し

て
大
野
ヘ
正
君
、
酒
井
庸
行
君
、
野
村
哲
郎
君
及
び
藤
木

眞
也
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

○
委
員
長（
新
妻
秀
規
君
）
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
小
此
木
防

災
担
当
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
小
此
木
ミ
郎
君
）
お
世
話
に
な
り
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
被
災
者
生
活
再
建
支
援

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提

案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
近
年
の
自
然
災
害
の
頻
発
化
、
激
甚
化

を
踏
ま
え
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
対
象
と
な

る
被
災
世
帯
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
被
災
者
の
居

住
の
安
定
の
確
保
に
よ
る
生
活
の
再
建
を
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
り
ま

す
。次

に
、
本
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
居
住
す
る
住
宅
が
半

壊
し
、
居
室
の
壁
、
床
又
は
天
井
の
い
ず
れ
か
の
室
内
に

面
す
る
部
分
の
過
半
の
補
修
を
含
む
相
当
規
模
の
補
修
を

行
わ
な
け
れ
ば
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
を
被
災
世
帯
に
追
加
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
今
回
追
加
さ
れ
る
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
額
は
、
住
宅
を
建
設
し
、
又

は
購
入
す
る
世
帯
に
つ
い
て
は
百
万
円
、
住
宅
を
補
修
す

る
世
帯
に
つ
い
て
は
五
十
万
円
、
住
宅
を
賃
借
す
る
世
帯

に
つ
い
て
は
二
十
五
万
円
と
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

三
に
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も

の
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
被
災
者
生
活
再
建

支
援
法
の
規
定
は
、
令
和
二
年
七
月
三
日
以
後
に
発
生
し

た
自
然
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対

す
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概

要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら

ん
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
委
員
長（
新
妻
秀
規
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
零
時
十
一
分
散
会

十
一
月
二
十
四
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ

た
。一

、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
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一
部
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改
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す
る
法

律
案

（
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（
四
五
六
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